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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面矩形の導光板を備え、該導光板の縦方向の端面と横方向の端面とに各々縦置き光源
と横置き光源とが、発せられる光を導光板内に入射可能に配置されたものであって、前記
導光板の周囲に枠体が形成され、該枠体内に前記縦置き光源及び横置き光源が収納され、
前記縦置き光源は上下方向に間隔をおいて設けられた複数のＬＥＤとなされ、前記横置き
光源は冷陰極管及び／又は蛍光管となされ、かつ該横置き光源の光の導入方向の反対側に
は反射体が設けられ、前記縦置き光源と横置き光源の二方向から光が前記導光板に導入さ
れると共に、ＬＥＤとなされた縦置き光源により生じる照明むらが横置き光源により軽減
されるようになされたことを特徴とする導光板式表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導光板を用いて夜間においても良好に視認できる導光板式表示装置、サイン
、及び道路標識に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光源から発せられる光を導光板の端面から導光板内に導入し、導光板のいずれか一方の
面に設けられた反射面により導入された光を前面側に放出させることで夜間においても良
好に表示部を視認できる導光板式の表示装置はよく用いられてきている。その光源として
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は、冷陰極管、蛍光管がよく用いられてきているが、近年光源としての寿命が長い発光ダ
イオード（ＬＥＤとも言う）が用いられるものが増えてきている。
【０００３】
　冷陰極管、蛍光管といった管状の光源は、両端付近を除いてほぼ均一な発光輝度が得ら
れるものであるが、ＬＥＤは単体が照射できる発光面積が小さく、複数のＬＥＤを一列に
配置して導光板内に光を入射させると光源間で輝度むらが生じる恐れがある。かかる懸念
を解決すべく、例えば複数の点光源と、複数の点光源が対向配置され点光源からの光が入
射される入射面と入射面から入射した光を出射する出射面とを有する導光板と、点光源か
らの光を入射面に入射させるための反射部材とを備え、反射部材の一端は、出射面上に、
入射面近傍で点光源と点光源の間に対応する複数の部分で接着されている面光源装置が開
示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－４３７２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ＬＥＤは本質的に冷陰極管や蛍光管と較べ光線の指向角が小さいために
、上述の如く対策を施しても光源直近の導光板からの発光輝度が低下するのを完全に防ぐ
ことができない。また導光板が大型のものとなった場合には多数のＬＥＤを配置する必要
があり、コストが嵩むと共に、導光板全体の輝度を均一とするには導光板の反射面の光反
射に係わる設計が煩瑣なものとなる。
【０００６】
　本発明は上記の如き課題に鑑みてなされたものであり、光源にＬＥＤを用いた場合でも
光源直近の発光輝度を十分に得ることができ、且つ導光板が大型のものとなっても低廉な
コストで簡便に導光板全体の輝度を均一とできる導光板式表示装置、サイン及び道路標識
を提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明は以下のような構成としている。すなわち、本発明に
係わる導光板式表示装置は、平面矩形の導光板を備え、該導光板の縦方向の端面と横方向
の端面とに各々縦置き光源と横置き光源とが、発せられる光を導光板内に入射可能に配置
されたものであって、前記導光板の周囲に枠体が形成され、該枠体内に前記縦置き光源及
び横置き光源が収納され、前記縦置き光源は上下方向に間隔をおいて設けられた複数のＬ
ＥＤとなされ、前記横置き光源は冷陰極管及び／又は蛍光管となされ、かつ該横置き光源
の光の導入方向の反対側には反射体が設けられ、前記縦置き光源と横置き光源の二方向か
ら光が前記導光板に導入されると共に、ＬＥＤとなされた縦置き光源により生じる照明む
らが横置き光源により軽減されるようになされたことを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明に係わる導光板式表示装置によれば、縦置き光源及び横置き光源のいずれか一方
が冷陰極管及び／又は蛍光管となされていることで、他方の光源のＬＥＤ直近が冷陰極管
及び／又は蛍光管によって光量が補われ、光源としてＬＥＤを用いた場合でも光源直近の
発光輝度を十分に得ることができ、更にＬＥＤの間隔をそれ程小さくしなくとも、複数の
ＬＥＤの間に生じる照明むらを冷陰極管及び／又は蛍光管から発せられる均一な輝度の光
によって補填して、導光板が大型のものとなっても低廉なコストで簡便に導光板全体の輝
度を均一とすることができる。
【０００９】
　また前記冷陰極管及び／又は蛍光管は、前記導光板の横方向の端面に配置されていれば
、重力による冷陰極管及び／又は蛍光管に封入されたガスの偏りや発光による残滓の堆積
により放電が妨げられる度合いを小さくでき好ましい。
【００１０】
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　またサインに、本発明請求項１に記載の導光板式表示装置を備えることができる。
【００１１】
　かかるサインによれば、導光板を用いた内照式のサインは薄型で設置の自由度が高めら
れることから種々用いられてきているが、難点として、とりわけ大型のものとなると照明
むらの発生やコスト高が難点として挙げられているが、本発明に係わる導光板式表示装置
を用いることでかかる難点を軽減して容易に設置することが可能となり得る。
【００１２】
　また道路標識に、本発明請求項１に記載の導光板式表示装置を備えることができる。
【００１３】
　かかる道路標識によれば、導光板を用いた内照式の道路標識は薄型で設置の自由度が高
められることから種々用いられてきているが、難点として、とりわけ大型のものとなると
照明むらの発生やコスト高が難点として挙げられているが、本発明に係わる導光板式表示
装置を用いることでかかる難点を軽減して容易に設置することが可能となり得る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係わる導光板式表示装置によれば、縦置き光源及び横置き光源のいずれか一方
が冷陰極管及び／又は蛍光管となされていることで、他方の光源のＬＥＤ直近が冷陰極管
及び／又は蛍光管によって光量が補われ、光源としてＬＥＤを用いた場合でも光源直近の
発光輝度を十分に得ることができ、更にＬＥＤの間隔をそれ程小さくしなくとも、複数の
ＬＥＤの間に生じる照明むらを冷陰極管及び／又は蛍光管から発せられる均一な輝度の光
によって補填して、導光板が大型のものとなっても低廉なコストで簡便に導光板全体の輝
度を均一とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係わる最良の実施の形態について、図面に基づき以下に具体的に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明に係わる導光板式表示装置の、実施の一形態を示す正面図である。導光
板式表示装置１０は、矩形の導光板１の周囲に枠体４が形成され、枠体４内に縦置き光源
２及び横置き光源３が収納されている。本図においては表示部を省略し、枠体４の正面側
を一部破面図として正面側から縦置き光源２及び横置き光源３を視認可能として描画して
いる。導光板式表示装置１０の設置時には方向αが上方となるが、導光板１の縦方向の端
面１１に正対して基板２１に取り付けられたＬＥＤである縦置き光源２が上下方向に間隔
をおいて一列に設けられ、縦置き光源２から縦方向の端面１１に対して方向βに光が入射
されるようになされている。更に導光板１の横方向の端面１２に正対して冷陰極管である
横置き光源３が設けられ、横置き光源３から横方向の端面１２に対して方向βと直交する
方向γに光が入射されるようになされ、横置き光源３の方向γと反対側には反射体３１が
設けられている。
【００１７】
　縦置き光源２は光の指向角が小さいＬＥＤであることから、縦置き光源２のみでは縦方
向の端面１１付近の発光輝度の不足や方向βに沿って照明むらが発生する恐れがあるが、
方向βと直交する方向γに横置き光源３により均一な光を導光板１内に導入することで、
二方向から光が導光板１内に導入されて導光板１全体としての発光輝度が向上し視認性が
高められると共に、縦置き光源２により生じる横方向の光むらが横置き光源３の均一な縦
方向の光によりかき消されて、縦置き光源２のみが設けられた場合と較べ格段に照明むら
を軽減することができ、ＬＥＤと冷陰極管とを光源として用いることの各々の利点を最大
限に活用することができる。
【００１８】
　更にまた、縦置き光源２には重力による悪影響を受けないＬＥＤを用い、重力による悪
影響を受けやすい冷陰極管を横置き光源３としていることで、二方向から導光板１内に光
を入射するにおいても冷陰極管に封入されたガスは距離の小さい断面方向に偏るのみで偏
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りによる悪影響は小さくなり、また発光により発生する残滓も断面方向の下方に堆積する
ので、残滓が電極間の放電の妨げとならず光源としての寿命を延長することができる。
【００１９】
　また、とりわけ導光板１が、例えば短片方向が２ｍ以上あるような大型のものである場
合などには、縦置き光源２及び横置き光源３を、導光板１を挟んで反対側の縦方向の端面
１１及び横方向の端面１２にも設けて四方向から導光板１内に光を導入することで導光板
１全体に光が行き渡りやすくするようにしてもよい。
【００２０】
　更にまた、上述の如き導光板式表示装置１０を用いて内照式のサインを形成すれば、大
型のサインであっても低廉なコストで照明むらが少ないサインを得ることができる。更に
道路標識に適用すれば、道路標識は導光板式表示装置としては大型のものが求められるが
、本発明に係わる導光板式表示装置１０を用いることで容易に導光板式としての利点を生
かした内照式の道路標識を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係わる導光板式表示装置の、実施の一形態を示す一部波面の正面図であ
る。
【符号の説明】
【００２２】
　１　　導光板
　１１　縦方向の端面
　１２　横方向の端面
　２　　縦置き光源
　３　　横置き光源
　１０　導光板式表示装置
【図１】
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